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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に、球受入口から受入れた遊技球を予め定めた複数個である第１個数について第
１流路に振分ける第１作動態様と、前記球受入口から受入れた遊技球を前記第１個数以下
の予め定めた第２個数について第２流路に振分ける第２作動態様とを、受入れた遊技球に
より交互に切換え、前記第１個数についての前記第１流路への振分けと前記第２個数につ
いての前記第２流路への振分けとを一周期として繰り返す遊技球振分装置を設け、
　前記第１流路には、該第１流路に振分けられた遊技球の入球により、相対的な優劣をつ
けた予め定めた優側遊技価値と劣側遊技価値とのうち、前記劣側遊技価値を前記優側遊技
価値よりも高率で付与する契機となる劣側の始動口を設け、
　前記第２流路には、該第２流路に振分けられた遊技球の入球により、前記優側遊技価値
を前記劣側遊技価値よりも高率で付与する契機となる優側の始動口を設け、
　前記遊技盤には、さらに、遊技球を通過させるゲートと、このゲートへの球通過を契機
とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する普通電動役物と、この普通電動役物を入口
に設ける可変入賞装置付の第３始動口と、前記劣側の始動口並びに前記優側の始動口及び
前記可変入賞装置付の第３始動口の各始動口への入球を契機とした大当り抽選での当選を
条件に開放する大入賞口とを備え、
　前記優側遊技価値は、前記大入賞口を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での当
選確率及び又は前記普通電動役物の開放時間を前記劣側遊技価値の場合に比べて大にする
ことにより前記可変入賞装置付の第３始動口への入球を契機とした抽選効率の高い時短大
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当りとしていると共に、
　前記劣側遊技価値は、前記大入賞口を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での当
選確率及び又は前記普通電動役物の開放時間を前記優側遊技価値の場合に比べて小にする
ことにより前記可変入賞装置付の第３始動口への入球を契機とした抽選効率の低い非時短
大当りとしていることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　前記可変入賞装置付の第３始動口への入球により、前記優側遊技価値である前記時短大
当りを前記劣側遊技価値である前記非時短大当りよりも高率で付与する仕様にしているこ
とを特徴とする請求項１記載の弾球遊技機。
【請求項３】
　前記遊技球振分装置は、遊技盤における演出用の表示装置を具備する演出表示ユニット
の下方に配置しており、前記可変入賞装置付の第３始動口は、前記遊技盤の右領域に配置
していることを特徴とする請求項２記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　前記可変入賞装置付の第３始動口への入球を契機とした抽選効率の高い時短から抽選効
率の低い非時短となっても、前記可変入賞装置付の第３始動口又は前記優側の始動口への
入球に基づく大当り抽選の権利を保留する保留玉により大当りに当選した場合、前記可変
入賞装置付の第３始動口への入球を契機とした抽選効率の高い時短大当りとする仕様にし
ていることを特徴とする請求項２又は３記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記第１流路への遊技球の振分けが前記第１個数のうちの第何番目に当たるのかについ
て認識可能な態様で報知する振分状況報知手段を設けていることを特徴とする請求項１～
４何れか一項に記載の弾球遊技機。
【請求項６】
　前記第２個数を複数個に設定し、前記第２作動態様への切換時、複数個である前記第２
個数について連続して前記第２流路に振分ける仕様にしていることを特徴とする請求項１
～５何れか一項に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤上を転動する遊技球を受入れて二つの流路の何れかに振分ける遊技球
振分装置を具備するパチンコ遊技機等の弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に記載されているように、外周に４つの玉保持部を設けた電動式の回
転体を設け、回転体に零個を含む４個未満の遊技球が保持された状態では、回転体に遊技
球を受継がせる球受入口に入った遊技球を順次玉保持部に受渡し、回転体の半時計方向の
回転に伴って各玉保持部から第１流路に遊技球を放出し、回転体に４個の遊技球が全て同
時に保持された状態では、回転体の総重量の増加により回転体の軸を下方に変位させ、球
受入口の斜め下方に遊技球落下口を開いて第２流路に遊技球を放出する遊技球振分装置及
びこれを用いたパチンコ遊技機が知られている。
【０００３】
　また、特許文献２や３に記載されているように、右と左に開放する玉受部を９０度ずつ
交互に設けた４羽根水車のような非電動式の回転体を設け、この回転体を遊技盤からの球
受入口の直下に配置し、遊技球を受入れる毎に、遊技球の自重により９０度ずつ回転体を
円滑に回転させ、球受入口の直下に対面する玉受部を順次交互に更新すると共に、遊技球
を右の第１流路又は左の第２流路に順次交互に開放させる遊技球振分装置及びこれを用い
たパチンコ遊技機が知られている。
【０００４】
　さらに、特許文献４に記載されているように、直径方向の外周２箇所で開放する玉保持
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部を備える電動式の回転体を設け、この回転体への球受入口を遊技盤上の電動チューリッ
プの入賞通路の下流に配置し、一方側に開放する玉保持部に２個同時に遊技球が連なって
保持されると、外側に保持された遊技球のみを時計の４時の回転位置において右側に落下
させて、大当り確率を高く設定した右始動口に入賞させ、内側に保持された遊技球は玉保
持部内に設ける突起により時計の４時の回転位置では落下させず、時計の８時の回転位置
において左側に落下させて、大当り確率を低く設定した左始動口に入賞させる遊技球振分
装置及びこれを用いたパチンコ遊技機が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１８５３３０号公報
【特許文献２】特開２０１０－１０４５６４号公報
【特許文献３】特開２０１０－１０４５６５号公報
【特許文献４】特開２００７－２９２８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　以上の各特許文献に記載されたものは、それぞれの遊技球振分装置によりそれぞれの遊
技性を打ち出すものではあるが、何れも、遊技盤から受入れた遊技球を第１流路と第２流
路の何れに振分けるかは偶然性によるところが極めて大きいか、あるいは、より有利な方
の流路に振分けられるその瞬間にのみ感動を与えるものでしかない。
【０００７】
　特許文献１のものは、球受入口に第５番目に遊技球が入ったとき、先行する第１番目か
ら第４番目の遊技球が全て回転体に保持されているとは限らず、第５番目の遊技球が必ず
しも第２流路に振分けられるわけではなく、第６番目以降の遊技球が第２流路に振分けら
れるかもしれないし、そうこうしているうちに、回転体に保持された遊技球の数が減って
一からやり直ししなければならなくなり、あとどれくらいで振分け流路が変わるか確実な
ことは一切言えない状況が常に続く。
【０００８】
　特許文献２，３のものは、必ず、一個ずつの交互振分けであり、第１流路に振分けられ
た次は、第２流路に振り分けられ、第２流路に振分けられた次は、第１流路に振り分けら
れるだけである。このため、第１流路と第２流路とに優劣がある場合に、もうじき優の流
路に切換わるとか、なかなか優の流路に切換わらないとかいったように、到達時期に近い
遠いという差のある段階的な有利不利の状況を作り出すことは到底できない。
【０００９】
　特許文献４のものは、一方側に開放する玉保持部に２個同時に遊技球が連なって保持さ
れた場合に限り、外側に保持された遊技球のみを大当り確率を高く設定した右始動口に入
賞させ、一方側及び又は他方側に開放する玉保持部に１個の遊技球が保持された場合は、
必ず大当り確率を低く設定した左始動口に入賞させるものであって、電動チューリップに
同時に２個以上の遊技球を入賞させることができて初めて右入賞口への入賞が可能となる
ものであり、遊技球の振分は偶然性に大きく依存する。
【００１０】
　本発明の課題は、もうじき優の流路に切換わるとか、なかなか優の流路に切換わらない
とかいったように、到達時期に近い遠いの差のある段階的な有利不利の状況を、遊技球の
受入れ順に従って確実かつ周期的に作り出すことができ、従来にない斬新な遊技性を打ち
出し得る弾球遊技機を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る弾球遊技機は、図１～８に例示するように、
　遊技盤２に、球受入口８０から受入れた遊技球Ｐを予め定めた複数個である第１個数Ｎ
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１について第１流路８１に振分ける第１作動態様と、前記球受入口８０から受入れた遊技
球Ｐを前記第１個数以下の予め定めた第２個数Ｎ２について第２流路８２に振分ける第２
作動態様とを、受入れた遊技球Ｐにより交互に切換え、前記第１個数Ｎ１についての前記
第１流路８１への振分けと前記第２個数Ｎ２についての前記第２流路８２への振分けとを
一周期として繰り返す遊技球振分装置８を設けている。
【００１２】
　これにより、球受入口８０からの受入れ順に従って、遊技球Ｐは、複数個である第１個
数Ｎ１について第１流路８１に振分けられ、第１個数以下の第２個数Ｎ２について第２流
路８２に振分けられ、これらを一周期として繰り返される。
　前記第１流路８１には、該第１流路８１に振分けられた遊技球Ｐの入球により、相対的
な優劣をつけた予め定めた優側遊技価値と劣側遊技価値とのうち、前記劣側遊技価値を前
記優側遊技価値よりも高率で付与する契機となる劣側の始動口８Ｘを設けている。
　前記第２流路８２には、該第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐの入球により、前記優
側遊技価値を前記劣側遊技価値よりも高率で付与する契機となる優側の始動口８Ｙを設け
ている。
　ここに、「始動口」とは、あらかじめ定められた一の特別電動役物又はあらかじめ定め
られた一の特別図柄表示装置のいずれかを作動させることとなる遊技球の入賞に係る入賞
口をいう（遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（以下、遊技機規則という）第６
条別表第２（２）ル）。
　これにより、第２流路８２への振分が第１流路８１への振分に比べてより有利なため、
第１流路８１への振分時、第１個数Ｎ１に到達してより有利な第２流路８２への振分に切
換わるのがまだまだか、もうすぐかにより、遊技者に与える期待感を段階的に盛り上げる
ことができる。
【００１３】
　前記遊技盤２には、さらに、遊技球Ｐを通過させるゲートＧＴと、このゲートＧＴへの
球通過を契機とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する普通電動役物ＧＤと、この普
通電動役物ＧＤを入口に設ける可変入賞装置付の第３始動口８Ｚと、前記劣側の始動口８
Ｘ並びに前記優側の始動口８Ｙ及び前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚの各始動口への
入球を契機とした大当り抽選での当選を条件に開放する大入賞口９とを備える。
【００１４】
　ここに、「普通電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き
、又は拡大するもので、遊技球が特定の入賞口に入賞し、若しくは特定のゲートを通過し
、又は特定の図柄の組合せが表示された場合に作動するものをいう（遊技機規則第６条別
表第２（２）ホ）。
　「大入賞口」とは、入賞口のうち、役物が作動した場合に著しく入賞が容易になるもの
をいう（遊技機規則第６条別表第２（２）ニ）。なお、「役物」とは、入賞を容易にする
ための特別の装置をいう（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第
７条表中、ぱちんこ遊技機の第五）。
【００１５】
　前記優側遊技価値は、前記大入賞口９を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での
当選確率及び又は前記普通電動役物の開放時間を前記劣側遊技価値の場合に比べて大にす
ることにより前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率の高い
時短大当りとしている。
【００１６】
　前記劣側遊技価値は、前記大入賞口９を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での
当選確率及び又は前記普通電動役物の開放時間を前記優側遊技価値の場合に比べて小にす
ることにより前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率の低い
非時短大当りとしている。
【００１７】
　本発明でいう「大当り」とは、遊技機規則第６条別表第２（２）チで定義する「役物連
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続作動装置」が作動することをいう。なお、「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を
連続して作動させることができる特別の装置をいい（遊技機規則第６条別表第２（２）チ
）、「特別電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口の入口を開き、又は拡大するもの
をいう（遊技機規則第６条別表第２（２）ト）。
【００１８】
　第１流路８１側の劣側の始動口８Ｘへの入球を契機としては、劣側遊技価値である非時
短大当りとなる率が高い。この非時短大当りでは、普通図柄抽選での当選確率及び又は普
通電動役物ＧＤの開放時間が優側遊技価値である時短大当りの場合に比べて小であり、可
変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率は低いものとなる。
　一方、第２流路８２側の優側の始動口８Ｙへの入球を契機としては、優側遊技価値であ
る時短大当りとなる率が高い。この時短大当りでは、普通図柄抽選での当選確率及び又は
普通電動役物ＧＤの開放時間が劣側遊技価値である非時短大当りの場合に比べて大であり
、可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率は高いものとなる。
　このため、第２流路８２への振分けにより時短大当りすると、可変入賞装置付の第３始
動口８Ｚへの入球を契機とした大当りを容易に得ることが期待できることとなる。
【００１９】
　これにより、優側遊技価値である時短大当りは、劣側遊技価値である非時短大当りに比
べて有利な度合いが顕著に高く、優側遊技価値である時短大当りを獲得するための契機と
なる優側の始動口８Ｙへの入賞がされることになる第２流路８２への切換時期が待ち遠し
いものとなり、第２流路８２への切換時期が近づくと遊技を止めづらくなる等、遊技性の
向上が効果的に達成できる。
【００２０】
　以上の発明において、前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球により、前記優側
遊技価値である前記時短大当りを前記劣側遊技価値である前記非時短大当りよりも高率で
付与する仕様にしているのが好ましい。
　これにより、第２流路８２への振分による優側の始動口８Ｙへの入球を契機とした時短
大当りの獲得により、可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした再度の時短
大当りの獲得も期待でき、時短大当りの連続による大量出玉を見込むことができる。この
ため、第２流路８２への切換が遊技者の一層の関心事となり、遊技性の向上が一層効果的
に達成できる。
【００２１】
　また、前記遊技球振分装置８は、遊技盤２における演出用の表示装置７０を具備する演
出表示ユニット７の下方に配置しており、前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚは、前記
遊技盤２の右領域に配置しているのが好ましい。
　これにより、いわゆる右打ちにより、第３始動口８Ｚへの入賞を促進でき、再度大当り
に当選していわゆる連荘させることが比較的容易となる。
【００２２】
　さらに、前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率の高い時
短から抽選効率の低い非時短となっても、前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚ又は前記
優側の始動口８Ｙへの入球に基づく大当り抽選の権利を保留する保留玉により大当りに当
選した場合、前記可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契機とした抽選効率の高い
時短大当りとする仕様にしているのが好ましい。
　これにより、保留玉による大当りの当選により、可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの
入球を契機とした抽選効率の高い時短大当りの連荘を復活させることもできる。
【００２３】
　また、前記第１流路８１への遊技球の振分けが前記第１個数Ｎ１のうちの第何番目に当
るのかについて認識可能な態様で報知する振分状況報知手段８Ｄを設けているのが好まし
い。
　これにより、第１流路８１への振分時、第１個数Ｎ１に到達して第２流路８２への振分
に切換わるのがまだまだか、もうすぐかを一層明確に認識することができる。
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【００２４】
　さらに、前記第２個数Ｎ２を複数個に設定し、前記第２作動態様への切換時、複数個で
ある前記第２個数Ｎ２について連続して前記第２流路８２に振分ける仕様にしているのも
好ましい。
　これにより、第２流路８２への切換による有利な状況がある程度続くことになり、チャ
ンスゾーン的な遊技状況を効果的に作り出すことができる。
【００２５】
　別発明に係る第２態様の弾球遊技機は、上記第１形態の弾球遊技機と異なり、
　前記第１流路８１には、該第１流路８１に振分けられた遊技球Ｐの入球により、相対的
な優劣をつけた予め定めた優側遊技価値と劣側遊技価値とのうち、前記優側遊技価値を前
記劣側遊技価値よりも高率で付与する契機となる優側の始動口８Ｘ２を設け、
　前記第２流路８２には、該第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐの入球により、前記劣
側遊技価値を前記優側遊技価値よりも高率で付与する契機となる劣側の始動口８Ｙ１を設
けた特定事項をもつ。
【００２６】
　これにより、第１流路８１側とした優側の始動口８Ｘ２への振分が続いているときは、
安心して遊技を続けることができ、第２流路８２側とした劣側の始動口８Ｙ１への振分が
近づくほど心穏やかでなくなり、従来にない刺激的な遊技性を打ち出すことができる。
【００２７】
　以上の第２態様の弾球遊技機において、前記遊技盤２に、前記優側及び劣側の始動口と
別の第３の始動口８Ｚ１と、遊技球Ｐを通過させるゲートＧＴと、このゲートＧＴへの球
通過を契機とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する普通電動役物ＧＤと、前記各始
動口８Ｘ２，８Ｙ１，８Ｚ１への入球を契機とした大当り抽選での当選を条件に開放する
大入賞口９とを備え、
　前記遊技球振分装置８の球受入口８０には前記普通電動役物ＧＤを設けており、
　前記優側遊技価値は、前記大入賞口９を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での
当選確率及び又は前記普通電動役物ＧＤの開放時間を前記劣側遊技価値の場合に比べて大
にすることにより前記球受入口８０への入球率の高い時短大当りとしていると共に、
　前記劣側遊技価値は、前記大入賞口９を開放する大当り遊技後、前記普通図柄抽選での
当選確率及び又は前記普通電動役物ＧＤの開放時間を前記優側遊技価値の場合に比べて小
にすることにより前記球受入口８０への入球率の低い非時短大当りとしているのが好まし
い。
【００２８】
　これにより、劣側遊技価値である非時短大当りは、優側遊技価値である時短大当りに比
べて不利な度合いが顕著に高く、劣側遊技価値である非時短大当りの獲得の契機となる劣
側の始動口８Ｙ１への入賞がされることになる第２流路８２への切換時期が遠いほど安心
だが近づくほどに心配となり、まさに第２流路８２への切換時は「大当りするな」との心
理さえ働き、ワクワク・ドキドキ感を効果的に演出できる。
【００２９】
　さらに、この場合、前記第３の始動口８Ｚ１への入球により、前記劣側遊技価値である
前記非時短大当りを前記優側遊技価値である前記時短大当りよりも高率で付与する仕様に
しているのが好ましい。これにより、第３の始動口８Ｚ１への入球により期待できるのは
、有利といいがたい非時短大当りの獲得が高率で見込まれるため、遊技者に遊技球振分装
置８に遊技球を受入れさせる遊技に重点を置くことを促し得る。このため、第２流路８２
への切換時における心配事を、遊技の全般を通じて周期的に挿入でき、従来にない刺激的
な遊技性を一層効果的に打ち出すことができる。
【００３０】
　以上の第２態様の弾球遊技機において、前記第２個数Ｎ２を複数個に設定し、前記第２
作動態様への切換時、複数個である前記第２個数Ｎ２について連続して前記第２流路８２
に振分ける仕様にしているのも好ましい。この場合には、第２流路８２への切換による不
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利な状況がある程度続くことになり、デンジャーゾーン的な遊技状況を効果的に作り出す
ことができる。
【００３１】
　別発明に係る第３態様の弾球遊技機は、遊技盤２に、球受入口８０から受入れた遊技球
Ｐを第１流路８１と第２流路８２とに振分ける遊技球振分装置８を設けた弾球遊技機であ
って、
　前記遊技球振分装置８には、前記球受入口８０から受入れた遊技球Ｐと接触して所定角
度変位する球検出体８３と、前記球受入口８０から受入れた遊技球Ｐを予め定めた複数個
である第１個数Ｎ１について前記第１流路８１に振分ける第１作動態様と前記球受入口８
０から受入れた遊技球Ｐを前記第１個数以下の予め定めた第２個数Ｎ２について前記第２
流路８２に振分ける第２作動態様とを交互に切換える切換体８４と、前記球検出体８３の
変位を前記第１個数Ｎ１対前記第２個数Ｎ２の比率に従って前記切換体８４の作動態様の
切換に変換する変換機構８５とを設けており、
　前記第１流路８１は、前記遊技盤２に開放し、
　前記第２流路８１に対応させて、この第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐを入球させ
、その入球により、所定の遊技価値を付与する契機となる第１の始動口を８Ｘ３（又は８
Ｘ４）設けた特定事項をもつ。
【００３２】
　また、別発明に係る第３態様のさらに発展した形態の弾球遊技機は、
　遊技球振分装置８は複数個あり、
　各遊技球振分装置８に、上記と同様な、球検出体８３と、切換体８４と、変換機構８５
とを設けており、
　上流側に位置する上流側遊技球振分装置８と下流側に位置する下流側遊技球振分装置８
とを、下流側遊技球振分装置の球受入口８０に上流側遊技球振分装置８の第２流路８２に
振分けられた遊技球が受入れられる関係で縦列接続していると共に、
　最下流に位置する最下流側遊技球振分装置８の第２流路８２に対応させて、この最下流
側の第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐを入球させ、その入球により、所定の遊技価値
を付与する契機となる第１の始動口を８Ｘ３（又は８Ｘ４）設けた特定事項をもつ。
【００３３】
　これにより、（第１個数Ｎ１＋第２個数Ｎ２）／第２個数Ｎ２を（遊技球振分装置８の
数）でべき乗した数の遊技球が、最上流に位置する遊技球振分装置８の球受入口８０に受
入れられると、第１の始動口８Ｘ３（又は８Ｘ４）に一個の遊技球が入ることになる。
　例えば、第１個数Ｎ１が７、第２個数Ｎ２が１で、遊技球振分装置８の数が１の場合、
（７＋１）／１の８を１乗した８個の遊技球が受入れられると、第１の始動口８Ｘ３（又
は８Ｘ４）に１個の遊技球が入る。第１個数Ｎ１が７、第２個数Ｎ２が１で、遊技球振分
装置８の数が３の場合、（７＋１）／１の８を３乗した５１２個の遊技球が受入れられる
と、第１の始動口８Ｘ３（又は８Ｘ４）に１個の遊技球が入る。また、第１個数Ｎ１が６
、第２個数Ｎ２が２で、遊技球振分装置８の数が２の場合、（６＋２）／２の４を２乗し
た１６個の遊技球が受入れられると、第１の始動口８Ｘ３（又は８Ｘ４）に１個の遊技球
が入る。さらに、第１個数Ｎ１が３、第２個数Ｎ２が１で、遊技球振分装置８の数が２の
場合、（３＋１）／１の４を２乗した１６個の遊技球が受入れられると、第１の始動口８
Ｘ３（又は８Ｘ４）に１個の遊技球が入る。
【００３４】
　従って、所定総数の受入れ遊技球に対して一定の割合で第１の始動口８Ｘ３へ入球させ
ることを可能にし、低い出玉状況が長く続くスランプ等を改善することができる。
【００３５】
　以上の第３態様の弾球遊技機において、前記遊技盤２に、遊技球Ｐを通過させるゲート
ＧＴと、このゲートＧＴへの球通過を契機とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する
普通電動役物ＧＤを設けた可変入賞装置付の始動口８Ｚ３と、前記各始動口８Ｘ３，８Ｚ
３への入球を契機とした大当り抽選での当選を条件に開放する大入賞口９とを備え、
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　前記ゲートＧＴを、該ゲートＧＴに通過した遊技球が前記遊技球振分装置８の球受入口
８０に受入可能に設けており、
　前記第１の始動口８Ｘ３への入球を契機に付与する前記所定の遊技価値は、前記大入賞
口９の開放に係る大当り遊技後、前記普通図柄抽選での当選確率及び又は前記普通電動役
物ＧＤの開放時間を通常時に比べて大にすることにより前記可変入賞装置付の始動口８Ｚ
３への入球を契機とした抽選効率の高い時短大当りとしていることが好ましい。
【００３６】
　これにより、（第１個数Ｎ１＋第２個数Ｎ２）／第２個数Ｎ２を（遊技球振分装置の数
）でべき乗した数の遊技球が、遊技球振分装置８の球受入口８０に受入れられると、第１
の始動口８Ｘ３に一個の遊技球が入って、この第１の始動口８Ｘ３への入球を契機とした
大当り抽選で当選を得て、擬似的な天井による大当りを勝ち取ることができる。このため
、ゲートＧＴへの球通過を契機とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する普通電動役
物ＧＤを設けた可変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした大当り抽選でなかな
か当選が得られない場合にも救済が図られる。しかも、この擬似的な天井による大当りは
、可変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした抽選効率の高い時短大当りを期待
できるため、第１の始動口８Ｘ３への入球を契機に付与する遊技価値は十分に高いものと
なり、ユニークな遊技性を打ち出すことができる。
【００３７】
　さらに、この場合、前記可変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした大当り抽
選での当選時、前記大入賞口９の開放に係る大当り遊技後、前記普通図柄抽選での当選確
率及び又は前記普通電動役物ＧＤの開放時間を通常時に比べて大にすることにより前記可
変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした抽選効率の高い時短大当りを付与する
仕様にしているのが好ましい。
【００３８】
　これにより、第１の始動口８Ｘ３への入球を契機とした時短大当りの獲得により、可変
入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした再度の時短大当りの獲得も期待でき、時
短大当りの連続による大量出玉を見込むことができる。このため、第１の始動口８Ｘ３へ
の入球による擬似的な天井による大当りが一層効果的な救済策となり、遊技性が一層向上
できる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、もうじき優の流路に切換わるとか、なかなか優の流路に切換わらない
とかいったように、到達時期に近い遠いの差のある段階的な有利不利の状況を、遊技球の
受入れ順に従って確実かつ周期的に作り出すことができ、遊技球振分装置と、可変入賞装
置付の第３始動口での時短・非時短とを組み合わせた従来にない斬新な遊技性を打ち出す
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に設ける遊技球振分装置の正面図。
【図２】同遊技球振分装置の前カバーを取外した正面図。
【図３】第１流路への切換状態を説明する斜視図。
【図４】第２流路への切換状態を説明する斜視図。
【図５】球検出体、変換機構、切換体の動作を説明する斜視図。
【図６】カム及びテコの時系列動作を示す断面図その１。
【図７】カム及びテコの時系列動作を示す断面図その２。
【図８】本発明［実施例１］に係る弾球遊技機の遊技盤の正面図。
【図９】本発明［実施例１］に係る弾球遊技機のスペック一覧表。
【図１０】別発明［実施例２］に係る弾球遊技機の遊技盤の正面図。
【図１１】別発明［実施例２］に係る弾球遊技機のスペック一覧表。
【図１２】第２個数Ｎ２を複数個とした場合の、カム及びテコの時系列動作を示す断面図
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その１。
【図１３】第２個数Ｎ２を複数個とした場合の、カム及びテコの時系列動作を示す断面図
その２。
【図１４】別発明［実施例３］に係る弾球遊技機の遊技盤の正面図。
【図１５】別発明［実施例３］に係る弾球遊技機のスペック一覧表。
【図１６】別発明［実施例３］変形例に係る弾球遊技機のスペック一覧表。
【図１７】球検出体の半回転で一周期となる遊技球振分装置における、カム及びテコの時
系列動作を示す断面図その１。
【図１８】球検出体の半回転で一周期となる遊技球振分装置における、カム及びテコの時
系列動作を示す断面図その２。
【図１９】別発明［実施例４］に係る弾球遊技機の遊技盤の正面図。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１は、本発明に係る遊技球振分装置８であって、遊技盤への取付ベース８Ｂと前カバ
ー８Ｆとをもつ球ハウジング８Ｈを備え、前カバー８Ｆの上部に開口する球受入口８０か
ら前カバー８Ｆの裏側に設ける鉛直な受入通路８００に受入れる遊技球Ｐを、前カバー８
Ｆの裏側に設ける正面視で右側の第１流路８１と正面視で左側の第２流路８２との何れか
に振分ける。前カバー８Ｆには、受入通路８００の下部で二股に分かれる第１流路８１と
第２流路８２との分岐部８１２に到達した振分対象の遊技球Ｐを確認できる中央丸穴８Ｃ
と、右側の第１流路８１に対応した振分前後の遊技球Ｐを確認できる右側スリット穴８Ｒ
と、左側の第２流路８２に対応した振分前後の遊技球Ｐを確認できる左側スリット穴８Ｌ
とを開口している。第１流路８１には、第１始動口８Ｘとその入賞センサ８ｘを、第２流
路８２には、第２始動口８Ｙとその入賞センサ８ｙを各設けている。
【００４２】
　図２に示すように、取付ベース８Ｂには、球受入口８０から受入通路８００に受入れた
遊技球Ｐと接触して該遊技球Ｐの運動により所定角度（例えば４５度）回転して変位する
スプロケット形の球検出体８３を取付けている。この球検出体８３の外周に設ける球接触
部８３０は、取付ベース８Ｂに開口する第１スリット８６を介して受入通路８００に臨ま
せていると共に、第１スリット８６の左右両側において受入通路８００の上流から下流に
向けて紙面奥行き方向に円弧状に凹入する一対の凹入溝８７１，８７２に突入状に臨ませ
ている。
【００４３】
　また、取付ベース８Ｂには、球受入口８０から受入通路８００に受入れた遊技球Ｐを予
め定めた複数個である第１個数Ｎ１（例えば７個）について連続して第１流路８１に振分
ける第１作動態様（図１の点線で示す態様）と、球受入口８０から受入通路８００に受入
れた遊技球Ｐを第１個数以下の予め定めた第２個数Ｎ２（例えば１個）について第２流路
８２に振分ける第２作動態様（図２の実線で示す態様）とを交互に切換える振り子状の切
換体８４を支持している。さらに、取付ベース８Ｂの裏側に、球検出体８３の変位を第１
個数Ｎ１対第２個数Ｎ２の比率に従って切換体８４の作動態様の切換に変換する変換機構
８５を設けている。８８は、変換機構８５のカム８５１を妨げなく作動させるための第２
スリットである。
【００４４】
　図３に示すように、球検出体８３は、前記第１個数Ｎ１と第２個数Ｎ２を合計した個数
（１＋７＝８個）の円弧状に凹入する球接触部８３０を有し、この球接触部８３０を隣合
う凸状の歯部８３１を挟んで一周３６０度について設けている。特定の位置例えば上部に
順次位置されてくる一つの球接触部８３０には、該球接触部８３０の円弧面に倣う薄い板
バネから成る回転規制体８３２を、右側から見て反時計方向に向かう球検出体８３の回転
が所定角度ずつ円滑に行えるよう、所定の姿勢及び適切な付勢力により接触させている。
球検出体８３と一体回転する回転軸８３３は、取付ベース８Ｂの裏側に突設する一対の軸
受８３４，８３５に回転自由に軸支しており、この回転軸８３３に、変換機構８５の構成
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要素となる板状のカム８５１を一体回転するように連結している。
【００４５】
　本発明でいうカムとは、接触子を有する従節との直接接触により従節に所要の周期的運
動を与える特殊な形状の原節をいい、従節との直接接触は一周期の少なくとも一期間にお
いてされるもので足りる。カム８５１は、球検出体８３の一つの歯部８３１に対応させて
突出する操作片８５２を一体に備える。変換機構８５の他の構成要素となり、原節たるカ
ム８５１によって従動する従節には、一端にカム８５１の操作片８５２と接触する接触子
８５３を、他端に切換体８４の半円状のベース８４０の後方に突設するピン８４１と長穴
８５４を介して連動させる連動子８５５を各々有し、接触子側アーム８５６と連動子側ア
ーム８５７とを揺動軸８５８を挟んでＬ字形に連結して成るテコ８５９を用いている。
【００４６】
　テコ８５９は、常時、巻きバネから成る復帰用付勢体８６０により、揺動軸８５８の回
りに正面視で時計方向に付勢され、接触子８５３を上方に持ち上げている。本来、切換体
８４はその振り子軸８４２の回りに揺動自在であるが、球検出体８３に遊技球が接触して
所定角度変位しても、カム８５１の操作片８５２とテコ８５９の接触子８５３とが加圧接
触しない関係にあるとき、半円状のベース８４０の前方において上方に立ち上がるデバイ
ダー片８４３と右斜め下方に延びる第１滑り片８４４とで形成するＶ字形の第１受渡部８
４５を受入通路８００の直下に対面させた第１作動態様を保ち、受入れた遊技球を右側の
第１流路８１に振分ける。
【００４７】
　図４に示すように、球検出体８３に遊技球が接触して所定角度変位することにより、カ
ム８５１の操作片８５２が、テコ８５９の接触子８５３と加圧接触して該接触子８５３を
押し下げると、揺動軸８５８の回りにテコ８５９全体を回転させて連動子８５５を下方に
変位させ、長穴８５４に連動する切換体８４のピン８４１を押し下げる。こうして、切換
体８４の姿勢は、上方に立ち上がるデバイダー片８４３と左斜め下方に延びる第２滑り片
８４６とで形成するＶ字形の第２受渡部８４７を受入通路８００の直下に対面させた第２
作動態様に切換えられ、受入れた遊技球を左側の第２流路８２に振分ける。
【００４８】
　図５に示すように、左側の第２流路８２に振分けられる遊技球が球検出体８３に接触す
る前は、［１］のとおり、切換体８４は、右側の第１流路８１に振分ける第１作動態様に
ある。左側の第２流路８２に振分けられる遊技球が球検出体８３に接触した直後、［２］
のとおり、切換体８４は、左側の第２流路８２に振分ける第２作動態様に切換わる。新た
な遊技球が受入れられ、この新たな遊技球が球検出体８３に接触した直後は、［３］のと
おり、カム８５１の操作片８５２とテコ８５９の接触子８５３との加圧接触が外れ、カム
８５１によるテコ８５９への操作荷重が解除され、切換体８４は、右側の第１流路８１に
振分ける第１作動態様に復帰する。
【００４９】
　図６及び図７に示すように、丸を付した番号順に、球受入口８０からの受入れ順に従っ
て、遊技球は、Ｐ１－１～Ｐ１－７の合計７個の第１個数Ｎ１について連続して第１流路
８１に振分けられ、Ｐ２－１の１個の第２個数Ｎ２について第２流路８２に振分けられ、
これらを一周期として繰り返される。８９１，８９２は、球検出体８３の球接触部８３０
を突入状に臨ませる凹入溝８７１，８７２に対応して設け、該凹入溝８７１，８７２に遊
技球を導くガイド突起であって、上流側ガイド突起８９１は、遊技球を一旦下流側ガイド
突起８９２に向けて案内し、下流側ガイド突起８９２からの跳ね返りにより凹入溝８７１
，８７２に遊技球を導くようにしている。
［実施例１］
【００５０】
　図８は、以上の遊技球振分装置８を具備する実施例１に係るパチンコ遊技機の遊技盤２
を示す。遊技球振分装置８は、カラー液晶表示器から成る演出表示装置７０を具備する演
出表示ユニット７の下方に配置している。球受入口８０は、演出表示ユニット７の飾り枠



(11) JP 5756038 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

７１の左側に設けるワープルート入口７２から取り込んだ遊技球を開放する中央下部のワ
ープルート出口７３の下方に対応させて配置している。
【００５１】
　遊技球振分装置８の前カバー８Ｆには、１周期について８個の遊技球Ｐ１－１～Ｐ１－
７，Ｐ２－２が第１又は第２始動口８Ｘ，８Ｙの各入賞センサ８ｘ，８ｙで検出される毎
に、第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐ２－１（丸囲み２の表示）を時計の１２時の位
置として４５度ずつあたかも時計が進むように、内蔵するＬＥＤランプを所定時間例えば
５秒間を上限に点灯させ、第１流路８１への遊技球の振分けが第１個数Ｎ１（７個）のう
ちの第何番目に当たるのかについて認識可能な態様（丸囲み１と丸囲み２の順次点灯）で
報知し、何かと関心事となる第２流路８２への振分の切換時期の遠近を知らせる振分状況
報知手段８Ｄを設けている。右側の第１流路８１に対応させて第１流路目印８１０（丸囲
み１の表示）を、左側の第２流路８２に対応させて第２流路目印８２０（丸囲み２の表示
）を、それぞれシール等の貼付けにより表示している。
【００５２】
　ところで、「演出表示装置」とは、遊技機規則で定義する「特別図柄表示装置」での図
柄の変動及び確定停止と同期した変動及び確定停止をする演出用の表示装置をいう。なお
、「特別図柄表示装置」とは、特別電動役物及び条件装置が作動することとなる図柄の組
合せを表示するための装置をいう（遊技機規則第６条別表第２（２）ヌ）。
　「条件装置」とは、その作動が役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置
で、特定の図柄の組合せが表示され、又は遊技球（役物連続作動装置が作動している時に
その入口が開き、又は拡大した大入賞口に入賞したものを除く。）が大入賞口内の特定の
領域を通過した場合に作動するものをいう（遊技機規則第６条別表第２（２）リ）。
【００５３】
　遊技球振分装置８の右側の第１流路８１に対応して設けた第１始動口８Ｘは、その入賞
センサ８ｘで検出する第１流路８１に振分けられた遊技球の入球により、相対的な優劣を
つけた予め定めた優側遊技価値と劣側遊技価値とのうち、劣側遊技価値を優側遊技価値よ
りも高率で付与する契機となる劣側の始動口として用いている。左側の第２流路８２に対
応して設けた第２始動口８Ｙは、その入賞センサ８ｙで検出する第２流路８２に振分けら
れた遊技球の入球により、優側遊技価値を劣側遊技価値よりも高率で付与する契機となる
優側の始動口として用いている。ここに、高率とは、５０％を越え、１００％以下で予め
定めた値をいう。すなわち、他方の低率は５０％未満となる。以下、同様である。
【００５４】
　遊技盤２には、遊技球を通過させるゲートＧＴと、このゲートＧＴへの球通過を契機と
した普通図柄抽選での当選を条件に開放する電動チューリップから成る普通電動役物ＧＤ
と、この普通電動役物ＧＤを入口に設ける可変入賞装置付の第３始動口８Ｚと、第１～第
３始動口８Ｘ，８Ｙ，８Ｚへの入球を契機とした大当り抽選での当選を条件にアタッカー
９０を前に倒すことにより開放する大入賞口９とを備える。普通電動役物ＧＤたる電動チ
ューリップが開かない限り、第３始動口８Ｚへは遊技球が入らない仕様にしている。
【００５５】
　優側遊技価値は、大入賞口９を開放する大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び
又は普通電動役物ＧＤの開放時間を劣側遊技価値の場合に比べて大にすることにより可変
入賞装置付の第３始動口８Ｚを契機とした抽選効率の高い時短大当りとしている。また、
劣側遊技価値は、大入賞口９を開放する大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び又
は普通電動役物ＮＤの開放時間を優側遊技価値の場合に比べて小にすることにより可変入
賞装置付の第３始動口８Ｚを契機とした抽選効率の低い非時短大当りとしている。なお、
可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球により、優側遊技価値である時短大当りを劣側
遊技価値である非時短大当りよりも高率で付与する仕様にしている。
【００５６】
　劣側の始動口である第１始動口８Ｘへの入球を契機として、表示器ボードＤＢ内の第１
特別図柄表示装置ＳＤ１上で第１特別図柄を変動させると共に、演出表示装置７０上で演
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出図柄を変動させ、所定時間経過後、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及び演出表示装置７０
で同時に大当りの当否を停止図柄の違い（当選時は第１特別図柄表示装置ＳＤ１に「７」
や「３」等、演出表示装置７０に「７」「７」「７」や「３」「３」「３」等、外れ時は
同ＳＤ１にバー「－」、同７０に非三つ揃い図柄の組合せ）により導出する。Ｈ１，Ｈ２
，Ｈ３，Ｈ４は、最大４個の保留中にある、第１始動口８Ｘへの入球に基づく大当り抽選
の権利数を表示する第１特別図柄保留表示器である。
【００５７】
　優側の始動口である第２始動口８Ｙ又は可変入賞装置付の第３始動口８Ｚへの入球を契
機として、表示器ボードＤＢ内の第２特別図柄表示装置ＳＤ２上で第２特別図柄を変動さ
せると共に、演出表示装置７０上で演出図柄を変動させ、所定時間経過後、第２特別図柄
表示装置ＳＤ２及び演出表示装置７０で同時に大当りの当否を停止図柄の違い（当選時は
第２特別図柄表示装置ＳＤ２に「７」や「３」等、演出表示装置７０に「７」「７」「７
」や「３」「３」「３」等、外れ時は同ＳＤ２にバー「－」、同７０に非三つ揃い図柄の
組合せ）により導出する。Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３，Ｋ４は、最大４個の保留中にある、第２始
動口８Ｙ又は第３始動口８Ｚへの入球に基づく大当り抽選の権利数を表示する第２特別図
柄保留表示器である。
【００５８】
　ゲートＧＴへの球通過を契機として、表示器ボードＤＢ内の緑色当りランプＧＬと赤色
外れランプＲＬとから成る普通図柄表示装置ＮＤを交互点灯させて変動させ、普通図柄抽
選での当り時は緑色当りランプＧＬの点灯で、外れ時は赤色外れランプＲＬの点灯で停止
させる。普通図柄抽選での当り時は、普通電動役物ＧＤを所定態様で開放する。斜めに並
ぶ８個のＬＥＤｅ１～ｅ８のうち、Ｊ１（ｅ３），Ｊ２（ｅ４），Ｊ３（ｅ５），Ｊ４（
ｅ６）は、最大４個の保留中にある、ゲートＧＴへの球通過に基づく普通図柄抽選の権利
数を表示する普通図柄保留表示器である。
【００５９】
　遊技盤２には、略円形の遊技領域２００を区画し且つ発射装置（図示せず）により打出
す遊技球を導くレール２１、球戻り防止片２２、球止め２３、入賞１個につき所定数例え
ば１０個の賞球を払出す左上入賞口２４、同左中入賞口２５、同左下入賞口２６、右入賞
口２７、遊技球の流下方向を変化させる風車２８ａ，２８ｂ，２８ｃ、入賞を逃した遊技
球を排出するアウト口２９を備える。また、遊技領域２００には独特のゲージに従い、も
っと多数の遊技釘２０が打たれている。
【００６０】
　図９に、実施例１の遊技機のスペックを一覧で示す。大当り抽選は、遊技機内部に設け
る制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行している。大当り確率は、低い方の低確
時も、高い方の高確時も、各始動口８Ｘ，８Ｙ，８Ｚへの入球を契機に抽出する大当り抽
選用乱数の取り得る数値（例えば０～６５５３５個の６５５３６とおりの数値）のうち、
例えば約１／１０を当選範囲としており、低確時は６５５２／６５５３６＝約１／１０、
高確時は６５５３／６５５３６＝約１／１０としている。ごく僅かな差でしかない。
【００６１】
　また、マイクロプロセッサのＲＡＭクリア時にのみ低確としており、大当りに１回でも
当選すると、以後、高確となる。すなわち、確率変動割合は１００％である。大当り抽選
での初回当選から数える予め定めた連続大当り上限回数を規定するリミッターも設けてい
ない。大当り出玉は、大入賞口９の繰り返し開放回数である所定ラウンド数例えば２Ｒ（
ラウンド）に、一回のラウンドでの最大開放時間（例えば２８秒間）中に許容される制限
入賞数であるカウント数例えば４カウント、及び、大入賞口９への入賞一個について払出
される賞球数例えば１５個を乗じた１２０発としている。
【００６２】
　普通図柄抽選も、遊技機内部に設ける制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行し
ている。普通図柄抽選での当りとなる普図確率は、低い方の非時短時は、極めて低い例え
ば１／６５５３６、高い方の時短時は、極めて高い例えば６５５３４／６５５３６として
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いる。普通図柄抽選での当りで開放する普通電動役物ＧＤたる電動チューリップ（電チュ
ーという）の開放仕様は、最大開放時間が例えば５．５秒、開放回数は例えば１回として
いる。電チューによる出玉、すなわち第３始動口８Ｚへの入球による出玉は、５．５秒の
最大開放時間中に許容される制限球数であるカウント数例えば５カウントと、始動口（８
Ｘ，８Ｙ，８Ｚ）に対する入賞一個について払い出される賞球例えば３個とを乗じた１５
発としている。
【００６３】
　劣側の始動口である第１始動口８Ｘへの入球を契機として第１特別図柄においてされる
大当り抽選で当選した場合、高率の例えば９５％の選択率で、第１特別図柄表示装置ＳＤ
１及び演出表示装置７０での停止図柄は大当り図柄１（例えば、第１特別図柄表示装置Ｓ
Ｄ１に「３」等、演出表示装置７０に「３」「３」「３」等）となり、今回の大当り当選
時に時短状態であった場合を除いて、大当り遊技後に時短の利益が得られない時短回数０
の非時短となる。ただし、低率の例えば５％の選択率で、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及
び演出表示装置７０での停止図柄は大当り図柄２（例えば、第１特別図柄表示装置ＳＤ１
に「７」等、演出表示装置７０に「７」「７」「７」等）となり、大当り遊技後に時短回
数１００回の時短となる。この１００回は、時短状態での大当り抽選回数の上限である。
【００６４】
　優側の始動口である第２始動口８Ｙ又は可変入賞装置付の第３始動口８３への入球を契
機として第２特別図柄においてされる大当り抽選で当選した場合、高率の例えば９５％の
選択率で、第２特別図柄表示装置ＳＤ２及び演出表示装置７０での停止図柄は大当り図柄
１（例えば、第２特別図柄表示装置ＳＤ２に「７」等、演出表示装置７０に「７」「７」
「７」等）となり、大当り遊技後に時短回数１００回の時短となる。ただし、低率の例え
ば５％の選択率で、第２特別図柄表示装置ＳＤ２及び演出表示装置７０での停止図柄は大
当り図柄２（例えば、第２特別図柄表示装置ＳＤ２に「３」等、演出表示装置７０に「３
」「３」「３」等）となり、今回の大当り当選時に非時短状態であった場合を除いて、大
当り遊技後に時短の利益が得られない時短回数０の非時短となる。
【００６５】
　時短回数１００回のうちに、いわゆる右打ちにより、第３始動口８Ｚへの入賞を促進で
き、約１／１０の大当り確率で再度大当りに当選していわゆる連荘させるのは比較的容易
である。この連荘中に５％の低い選択率で非時短となる大当り当選があっても、あるいは
、時短状態での大当り抽選回数の上限である１００回に達して非時短となっても、第３始
動口８Ｚへの入賞に基づく第２特別図柄での抽選の場合は、非時短でも１００回の時短が
付くため、保留玉による大当りの当選により連荘を復活させることもできる。
［実施例２］
【００６６】
　図１０は、実施例２に係るパチンコ遊技機の遊技盤２を示す。この実施例２は、実施例
１と異なり、遊技球振分装置８は、遊技盤２の右領域に配置しており、第１流路８１には
、該第１流路８１に振分けられた遊技球の入球により、相対的な優劣をつけた予め定めた
優側遊技価値と劣側遊技価値とのうち、優側遊技価値を劣側遊技価値よりも高率で付与す
る契機となる優側の始動口８Ｘ２及びその入賞センサを設け、第２流路８２には、該第２
流路８１に振分けられた遊技球の入球により、劣側遊技価値を優側遊技価値よりも高率で
付与する契機となる劣側の始動口８Ｙ１及びその入賞センサを設けている。
【００６７】
　遊技球振分装置８の前カバー８Ｆには、１周期について８個の遊技球Ｐ１－１～Ｐ１－
７，Ｐ２－２が第１又は第２始動口８Ｘ，８Ｙの各入賞センサ８ｘ，８ｙで検出される毎
に、第２流路８２に振分けられた遊技球Ｐ２－１（丸囲み？の表示）を時計の１２時の位
置として４５度ずつあたかも時計が進むように、内蔵するＬＥＤランプを所定時間例えば
５秒間を上限に点灯させ、第１流路８１への遊技球の振分けが第１個数Ｎ１（７個）のう
ちの第何番目に当たるのかについて認識可能な態様（丸囲み良と丸囲み？の順次点灯）で
報知し、何かと関心事となる第２通路８２への振分の切換時期の遠近を知らせる振分状況
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報知手段８Ｄを設けている。右側の第１流路８１に対応させて第１流路目印８１０（丸囲
み良の表示）を、左側の第２流路８２に対応させて第２流路目印８２０（丸囲み？の表示
）を、それぞれシール等の貼付けにより表示している。
【００６８】
　また、遊技盤２には、優側及び劣側の始動口８Ｘ２，８Ｙ１と別の第３の始動口８Ｚ１
と、遊技球を通過させるゲートＧＴと、このゲートＧＴへの球通過を契機とした普通図柄
抽選での当選を条件に開放する普通電動役物ＧＤ（電動チューリップ）と、各始動口８Ｘ
２，８Ｙ１，８Ｚ１の入球を契機とした大当り抽選での当選を条件に開放する大入賞口９
とを備え、遊技球振分装置８の球受入口８０には普通電動役物ＧＤを設けている。普通電
動役物ＧＤたる電動チューリップが開かない限り、遊技球振分装置８の球受入口８０へは
遊技球が入らない仕様にしている。第３の始動口８Ｚ１は、演出表示ユニット７の飾り枠
７１の左側に設けるワープルート入口７２から取り込んだ遊技球を開放する中央下部のワ
ープルート出口７３の下方に対応させて配置している。
【００６９】
　優側遊技価値は、大入賞口９を開放する大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び
又は普通電動役物ＧＤの開放時間を劣側遊技価値の場合に比べて大にすることにより遊技
球振分装置８の球受入口８０への入球率の高い時短大当りとしている。また、劣側遊技価
値は、大入賞口９を開放する大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び又は普通電動
役物ＧＤの開放時間を優側遊技価値の場合に比べて小にすることにより遊技球振分装置８
の球受入口８０への入球率の低い非時短大当りとしている。なお、第３の始動口８Ｚ１へ
の入球により、劣側遊技価値である非時短大当りを優側遊技価値である時短大当りよりも
高率で付与する仕様にしている。
【００７０】
　図１１に、実施例２の遊技機のスペックを一覧で示す。大当り抽選は、遊技機内部に設
ける制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行している。大当り確率は、低い方の低
確時も、高い方の高確時も、各始動口８Ｘ２，８Ｙ１，８Ｚ１への入球を契機に抽出する
大当り抽選用乱数の取り得る数値（例えば０～６５５３５個の６５５３６とおりの数値）
のうち、例えば約１／１０を当選範囲としており、低確時は６５５２／６５５３６＝約１
／１０、高確時は６５５３／６５５３６＝約１／１０としている。ごく僅かな差でしかな
い。
【００７１】
　また、マイクロプロセッサのＲＡＭクリア時にのみ低確としており、大当りに１回でも
当選すると、以後、高確となる。すなわち、確率変動割合は１００％である。大当り抽選
での初回当選から数える予め定めた連続大当り上限回数を規定するリミッターも設けてい
ない。大当り出玉は、大入賞口９の繰り返し開放回数である所定ラウンド数例えば２Ｒ（
ラウンド）に、一回のラウンドでの最大開放時間（例えば２８秒間）中に許容される制限
入賞数であるカウント数例えば４カウント、及び、大入賞口９への入賞一個について払出
される賞球数例えば１５個を乗じた１２０発としている。
【００７２】
　普通図柄抽選も、遊技機内部に設ける制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行し
ている。普通図柄抽選での当りとなる普図確率は、低い方の非時短時は、極めて低い例え
ば１／６５５３６、高い方の時短時は、極めて高い例えば６５５３４／６５５３６として
いる。普通図柄抽選での当りで開放する普通電動役物ＧＤたる電動チューリップ（電チュ
ーという）の開放仕様は、最大開放時間が例えば５．５秒、開放回数は例えば１回として
いる。電チューによる出玉、すなわち優側又は劣側の始動口８Ｘ２，８Ｙ１への入球によ
る出玉は、５．５秒の最大開放時間中に許容される制限球数であるカウント数例えば５カ
ウントと、始動口（８Ｘ２，８Ｙ１，８Ｚ１）に対する入賞一個について払い出される賞
球例えば３個とを乗じた１５発としている。
【００７３】
　劣側の始動口８Ｙ１又は第３の始動口８Ｚ１への入球を契機として第１特別図柄におい
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てされる大当り抽選で当選した場合、高率の例えば９５％の選択率で、第１特別図柄表示
装置ＳＤ１及び演出表示装置７０での停止図柄は大当り図柄１（例えば、第１特別図柄表
示装置ＳＤ１に「３」等、演出表示装置７０に「３」「３」「３」等）となり、大当り遊
技後に時短の利益が得られない時短回数０の非時短となる。ただし、低率の例えば５％の
選択率で、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及び演出表示装置７０での停止図柄は大当り図柄
２（例えば、第１特別図柄表示装置ＳＤ１に「７」等、演出表示装置７０に「７」「７」
「７」等）となり、大当り遊技後に時短回数１００回の時短となる。この１００回は、時
短状態での大当り抽選回数の上限である。
【００７４】
　優側の始動口８Ｘ２への入球を契機として第２特別図柄においてされる大当り抽選で当
選した場合、高率の例えば１００％の選択率で、第２特別図柄表示装置ＳＤ２及び演出表
示装置７０での停止図柄は大当り図柄１（例えば、第２特別図柄表示装置ＳＤ２に「７」
等、演出表示装置７０に「７」「７」「７」等）となり、大当り遊技後に時短回数１００
回の時短となる。
【００７５】
　時短回数１００回のうちに、いわゆる右打ちにより、遊技球振分装置８の球受入口８０
への入賞を促進でき、約１／１０の大当り確率で再度大当りに当選していわゆる連荘させ
るのは比較的容易である。この連荘中に劣側の始動口８Ｙ１に振分けられると、第１特別
図柄での選択率に従う９５％の高率で非時短となって連荘が終了するが、５％の低率では
あるが、再び１００回の時短が付く時短大当りとなる場合もあり、この場合は連荘が復活
する。
【００７６】
　図１２及び図１３に示すように、以上の実施例１又は実施例２において、第２流路８２
に振分ける第２個数Ｎ２を複数個の例えば３個とし、第２作動態様への切換時、複数個で
ある第２個数Ｎ２＝３個について連続して第２流路８２に振分ける仕様にしてもよい。カ
ム８５１には、球検出体８３の３つの連続する歯部８３１に対応させて突出する約９０度
の扇形の操作片８５Ｔを一体に設けている。
【００７７】
　Ｎ２＝３の場合、丸を付した番号順に、球受入口８０からの受入れ順に従って、遊技球
は、Ｐ１－１～Ｐ１－５の合計５個の第１個数Ｎ１について連続して第１流路８１に振分
けられ、Ｐ２－１～Ｐ２－３の３個の第２個数Ｎ２について第２流路８２に振分けられ、
これらを一周期として繰り返される。これにより、第２流路８２への３連続の遊技球の振
分時、実施例１のものではチャンスゾーンとなり、実施例２のものではデンジャーゾーン
となる。
［実施例３］
【００７８】
　図１４は、実施例３に係るパチンコ遊技機の遊技盤２を示す。この実施例３は、遊技球
振分装置８を複数個備え、各遊技球振分装置８は、図１～図７で示したものを水平方向に
左右反転させた構造をもち、数の多い第１個数Ｎ１＝７の遊技球を連続して振分ける第１
流路８１を左側に設けると共に、数の少ない第２個数Ｎ２＝１の遊技球を振分ける第２流
路８２を右側に設けており、これら第１流路８１及び第２流路８２に振分けられた遊技球
を遊技盤２の裏側に回収せずに、前カバー８Ｆの下部に開口する各球出口８１Ｊ，８２Ｊ
から遊技盤２の前面側に開放するようにしている。
【００７９】
　そして、上流側の上部に位置する上流側遊技球振分装置８と下流側の下部に位置する下
流側遊技球振分装置８とを、下流側遊技球振分装置８の球受入口８０に上流側遊技球振分
装置８の右側の第２流路８２に振分けられた遊技球が受入れられる関係で縦列接続してい
ると共に、最下流の最下部に位置する最下流側遊技球振分装置８の右側の第２流路８２に
対応させて、この最下流側の第２流路８２に振分けられた遊技球を入球させ、その入球に
より、所定の遊技価値を付与する契機となる第１の始動口８Ｘ３及びその入賞センサを設
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けている。
【００８０】
　遊技盤２には、遊技球を通過させる二つのゲートＧＴ，ＧＴと、何れかのゲートＧＴへ
の球通過を契機とした普通図柄抽選での当選を条件に開放する普通電動役物ＧＤ（電動チ
ューリップ）を設けた可変入賞装置付の始動口８Ｚ３と、各始動口８Ｘ３，８Ｚ３への入
球を契機とした大当り抽選での当選を条件に開放する大入賞口９とを備え、一つのゲート
ＧＴを、該ゲートＧＴに通過した遊技球が最上流に位置する最上流側遊技球振分装置８の
球受入口８０に受入可能に設けている。普通電動役物ＧＤたる電動チューリップが開かな
い限り、可変入賞装置付の始動口８Ｚ３へは遊技球が入らない仕様にしている。
【００８１】
　第１の始動口８Ｘ３への入球を契機に付与する所定の遊技価値は、大当り抽選での初回
当選から数える予め定めた連続大当り上限回数を超過しない条件下で、大入賞口９の開放
に係る大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び又は普通電動役物ＧＤの開放時間を
大当り抽選での初回当選前の通常時に比べて大にすることにより可変入賞装置付の始動口
８Ｚ３を契機とした抽選効率の高い時短大当りとしている。
【００８２】
　また、可変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球を契機とした大当り抽選での当選時、大
当り抽選での初回当選から数える予め定めた連続大当り上限回数を超過しない条件下で、
大入賞口９の開放に係る大当り遊技後、普通図柄抽選での当選確率及び又は普通電動役物
ＧＤの開放時間を大当り抽選での初回当選前の通常時に比べて大にすることにより可変入
賞装置付の始動口８Ｚ３を契機とした抽選効率の高い時短大当りを付与する仕様にしてい
る。
【００８３】
　特別図柄は第１特別図柄のみとし、第２特別図柄はなく、各始動口８Ｘ３，８Ｚ３への
入球を契機として、表示器ボードＤＢ内の第１特別図柄表示装置ＳＤ１上で第１特別図柄
を変動させると共に、演出表示装置７０上（飾り枠７１にはワープルートはない）で演出
図柄を変動させ、所定時間経過後、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及び演出表示装置７０で
同時に大当りの当否を停止図柄の違い（当選時は第１特別図柄表示装置ＳＤ１に「７」等
、演出表示装置７０に「７」「７」「７」等、外れ時は同ＳＤ１にバー「－」、同７０に
非三つ揃い図柄の組合せ）により導出する。保留玉はない仕様にしており、第１特別図柄
保留表示器も設けていない。
【００８４】
　図１５に、実施例３の遊技機のスペックを一覧で示す。大当り抽選は、遊技機内部に設
ける制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行している。大当り確率は、低い方の低
確時も、高い方の高確時も、各始動口８Ｘ３，８Ｚ３への入球を契機に抽出する大当り抽
選用乱数の取り得る数値（例えば０～６５５３５個の６５５３６とおりの数値）のうち、
ほとんどを当選範囲としており、低確時は６５５３３／６５５３６＝約１／１、高確時は
６５５３４／６５５３６＝約１／１としている。どちらも、始動口８Ｘ３，８Ｚ３へ入球
すると、ほぼ大当りとなる。
【００８５】
　また、マイクロプロセッサのＲＡＭクリア時に低確となる他、確率変動割合は１００％
であるも大当り抽選での初回当選から数える予め定めた連続大当り上限回数例えば３０回
を規定するリミッターを設けており、第３０回目の大当りの当選でリミッターが作動する
とき、低確となる（同時に非時短ともなる）。大当り出玉は、大入賞口９の繰り返し開放
回数である所定ラウンド数例えば２Ｒ（ラウンド）に、一回のラウンドでの最大開放時間
（例えば２８秒間）中に許容される制限入賞数であるカウント数例えば１カウント、及び
、大入賞口９への入賞一個について払出される賞球数例えば６個を乗じた１２発という大
当りとしては顕著に少ないものにしている。
【００８６】
　普通図柄抽選も、遊技機内部に設ける制御装置に具備するマイクロプロセッサで実行し
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ている。普通図柄抽選での当りとなる普図確率は、低い方の非時短時は、比較的当り難い
例えば１／２５６、高い方の時短時は、ほとんど当りとなる例えば２５４／２５６＝約１
／１としている。普通図柄抽選での当りで開放する普通電動役物ＧＤたる電動チューリッ
プ（電チューという）の開放仕様は、最大開放時間が例えば５．５秒、開放回数は例えば
１回としている。電チューによる出玉、すなわち可変入賞装置付の始動口８Ｚ３への入球
による出玉は、５．５秒の最大開放時間中に許容される制限球数であるカウント数例えば
５カウントと、始動口（８Ｘ３，８Ｚ３）に対する入賞一個について払い出される賞球例
えば１０個とを乗じた５０発とし、いわゆる電チューで出玉を増やすタイプにしている。
【００８７】
　各始動口８Ｘ３，８Ｚ３への入球を契機として第１特別図柄においてされる大当り抽選
で当選した場合、高率の１００％の選択率で、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及び演出表示
装置７０での停止図柄は大当り図柄１（例えば、第１特別図柄表示装置ＳＤ１に「７」等
、演出表示装置７０に「７」「７」「７」等）となり、大当り遊技後に次回大当りに再当
選するまで無制限に時短の利益が得られる次回までの時短となる。
【００８８】
　ただし、リミッター作動時は、第１特別図柄表示装置ＳＤ１及び演出表示装置７０での
停止図柄が大当り図柄１（例えば、第１特別図柄表示装置ＳＤ１に「７」等、演出表示装
置７０に「７」「７」「７」等）であっても、大当り遊技後に時短の利益が得られない時
短回数０の非時短となり、連荘は終了する。
【００８９】
　大当り連荘の発生ルートとして、１／２５６の比較的低い普通図柄抽選での当りにより
普通電動役物ＧＤを開放させて、可変入賞装置付の始動口８Ｚ３に入球させて初回大当り
により次回までの時短を得るルートと、遊技球振分装置８の３段縦列接続により第１の始
動口８Ｘ３に入球させて初回大当りにより次回までの時短を得るルートとの二つが確立さ
れ、多様な遊技性が打ち出し得る。遊技球振分装置８の３段縦列接続により、８の三乗の
５１２個の遊技球が遊技球振分装置８の最上流に受け入れられると、必ず１個が第１の始
動口８Ｘ３に入り、いわゆる天井機能として働き、スランプが回避される。
【００９０】
　図１６に示すように、図１５のスペックを一部変更し、リミッターは設けず、かつ、大
当り抽選に係る特別図柄の仕様は、大当り当選時に非時短状態であった場合は、停止図柄
として選択する大当り図柄１，２に拘わらず、時短状態（次回まで）へ移行する一方、大
当り当選時に時短状態であった場合は、所定の高率例えば９８％の選択率で選択する大当
り図柄１を引き当てたときに時短状態（次回まで）へ移行し、２％で大当り図柄２を引き
当てたときには時短が終了するものとし、９８％で大当り図柄１を引き当て続ける限り、
連荘が継続するようにしてもよい。
【００９１】
　図１７及び図１８に示すように、カム８５１に、複数例えば２つの操作片８５Ａ，８５
Ｂを所定位置例えば１８０度変位した位置に設けても良い。なお、この図１７及び図１８
の遊技球振分装置８は、図１～図７で示したものを水平方向に左右反転させた構造をもち
、数の多い第１個数Ｎ１の遊技球を連続して振分ける第１流路８１を左側に設けると共に
、数の少ない第２個数Ｎ２の遊技球を振分ける第２流路８２を右側に設けており、これら
第１流路８１及び第２流路８２に振分けられた遊技球を遊技盤２の裏側に回収せずに、前
カバー８Ｆの下部に開口する各球出口８１Ｊ，８２Ｊから遊技盤２の前面側に開放する仕
様にしている。
【００９２】
　このものでは、カム８５１の半回転すなわち球検出体８３の半回転で、第１流路８１へ
の３個連続振分（Ｎ１＝３）と第２流路８２への１個単独振分（Ｎ２＝１）の１周期分の
動作が行われ、カム８５１の一回転すなわち球検出体８３の一回転により、丸を付した番
号順に、球受入口８０からの受入れ順に従って、遊技球は、Ｐ１－１～Ｐ１－６の合計６
個について第１流路８１に振分けられ、Ｐ２－１，Ｐ２－２の合計２個について第２流路
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８２に振分けられる。これにより、Ｎ１：Ｎ２＝６：２＝３：１の振分が行えることにな
る。
［実施例４］
【００９３】
　図１９は、実施例４に係るパチンコ遊技機の遊技盤２を示す。この実施例４は、図１７
，１８の遊技球振分装置８を２個備え、上流側の上部に位置する上流側遊技球振分装置８
と下流側の下部に位置する下流側遊技球振分装置８とを、下流側遊技球振分装置８の球受
入口８０に上流側遊技球振分装置８の右側の第２流路８２に振分けられた遊技球が受入れ
られる関係で縦列接続していると共に、最下流の最下部に位置する最下流側遊技球振分装
置８の右側の第２流路８２に対応させて、この最下流側の第２流路８２に振分けられた遊
技球を入球させ、その入球により、大当り抽選を起動する第１の始動口８Ｘ４及びその入
賞センサを設けている。
【００９４】
　この第１の始動口８Ｘ４の直下には、ゲートＧＴへの球通過を契機とした普通図柄抽選
での当選を条件に開放する普通電動役物ＧＤ（電動チューリップ）を設けた可変入賞装置
付の始動口８Ｚ４を設け、これら始動口８Ｘ４，８Ｚ４への入球を契機とした大当り抽選
での当選を条件に開放する大入賞口９を開放する、一般的な、旧来（遊技機規則改定前）
からの第一種に属する遊技仕様を有するものに適用している。
【００９５】
　最上部の遊技球振分装置８の球受入口８０は、遊技盤２の中央から左寄りに遊技球を転
動させるいわゆる左打ち時に、所定数例えば発射された遊技球の大半の入球が見込まれる
位置に開口させている。この場合、１６個の遊技球が最上部の遊技球振分装置８の球受入
口８０に入ると、第１の始動口８Ｘ４に１個の入賞が生じ、１分間に１００個の遊技球を
遊技盤２に打ち出す通常の発射仕様の場合、１分間に６．２５個の始動入賞が見込まれ、
その入賞間隔は９．６秒程度となり、入賞スランプをほぼ確実に回避できる。１分間につ
いて１００個の発射球のうち約半分が最上部の遊技球振分装置８の球受入口８０に受入れ
られるものとしても、１分間に３．１２５個の始動入賞が生じ、入賞間隔は１９．２秒程
度となり、入賞スランプの回避は十分に実現される。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　主に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項第７号のぱちん
こ屋や同８号の店舗等の営業に供される遊技機の産業分野において有用である。
【符号の説明】
【００９７】
　　２；遊技盤
　　７；演出表示ユニット
　７０；演出表示装置
　　８；遊技球振分装置
　８０；球受入口
８００；受入通路
　８１；第１流路
　８２；第２流路
　８３；球検出体
８３０；球接触部
　８４；切換体
　８５；変換機構
８５１；カム
８５９；テコ
８７１，８７２；凹入溝
８９１，８９２；ガイド突起
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　８Ｄ；振分状況報知手段
　　９；大入賞口
　ＧＴ；ゲート
　ＧＤ；普通電動役物（電動チューリップ）
　８Ｘ，８Ｘ２，８Ｘ３，８Ｘ４；第１の始動口
　８Ｙ，８Ｙ１，；第２の始動口
　８Ｚ，８Ｚ１，８Ｚ３，８Ｚ４；第３の始動口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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